
審議事項（２） 

(財)財務会計基準機構の Webサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体

財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律

により禁じられています。 

 

 

第11回テーマ協議会の議事概要 

 

１．企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」という）の活動報告 

（報告） 

 石井 ASBJ常勤委員より、ASBJの活動状況として、テーマ協議会からの提言項目

に関わる対応状況及び IASBとの共同プロジェクトに関する事項についての報告

がなされた。 

 

（委員等からの主な意見） 

 将来に向けての要望ではあるが、ASBJが取り上げているテーマを、概念的に関連

付けて集約することにより、ASBJの活動をより効率化すべきではないか。例えば

IASBとの共同プロジェクトの検討項目等は総花的、かつピースミールになってい

るような印象を受ける。限られた人的資源を有効に活用していかなければ、国際

的な議論への対応が後手に回ることとなる。 

 実証研究ワーキンググループの活動については、何らかの成果物の短期的な創出

を目的とするのではなく、ASBJにおける理論的基盤の構築を目的に、中長期的な

視点で情報交換を行うこととすべきであろう。 

 その他、近時の投資事業組合に係る不適切な会計処理に対する指摘への対応とし

ての、投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する事項や

FASBとの定期協議の進め方などについて意見交換が行われた。 

 

 

以 上 
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